
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和４年２月１５日（火）  ８：２６～８：３４ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

金 子 恭 之 国務大臣（総務大臣） 

古 川 禎 久 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

末 松 信 介 国務大臣（文部科学大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（厚生労働大臣） 

金 子 原二郎 国務大臣（農林水産大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

山 口 壯 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

牧 島 かれん 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

西 銘 恒三郎 国務大臣（復興大臣、内閣府特命担当大臣） 

二之湯 智 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小 林 鷹 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

堀 内 詔 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣） 

若 宮 健 嗣 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○国会提出案件    ２件 

○政令        ４件 

○人事        １件 

いずれも、案件表のとおり、決定となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、磯﨑副長官から御説明申し上げます。 

○磯﨑内閣官房副長官：国会提出案件について、申し上げます。質問主意書に対する

答弁書２件について、お手元の資料のとおり、御決定をお願いいたします。 

次に、政令４件について、御決定をお願いいたします。まず、「外国弁護士による

法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の

施行期日を本年１１月１日とするものであり、「同改正法の施行に伴う関係政令の

整備政令」は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する手続を定める等

関係政令の規定の整備を行うものであります。 

次に、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」は、一定の規格以下の木質

バイオマス温水ボイラーについて、製造許可等の規制対象から除外する等の改正を

行うものであります。 

次に、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令」は、国民健康保険の保険料

負担の適正化を図るため、同保険料の賦課限度額を見直すものであります。 

次に、人事案件について、申し上げます。藏谷慶八郎外１４４名の叙位又は叙勲

について、御決定をお願いいたします。 

次に、件名外案件について、申し上げます。「２０２５年日本国際博覧会に関する

特権免除協定」に署名することについて、御決定をお願いいたします。本件は、博

覧会国際事務局との間で、公式参加者や同事務局等に対して与えられる特権及び免

除等について定めるものであります。なお、本日の署名まで不公表といたしたいの

で、御了承をお願いいたします。 

○松野国務大臣：次に、総務大臣から御発言がございます。 

○金子（恭）国務大臣：本日、「外来種対策の推進に関する政策評価」の結果を取りま

とめ、意見を付して環境大臣に通知することとしました。評価の結果、地方公共団

体における効果的な取組に必要な情報の提供や国全体としての具体的な目標の設

定など、外来種対策を適切に評価・実行していくための方策の在り方について検討

することが必要であると考えられます。環境大臣におかれましては、本評価結果を

関係施策に適切に反映していただきますようお願い申し上げます。 

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 

2



令和４年 

２月 15日 

◎ 国 会 提 出 案 件

1. 衆 議 院 議 員 米 山 隆 一 （ 立 民 ） 提 出 ヒ ト ラ ー に

○ 例 え て 政 治 家 等 を 論 評 す る 行 為 な ど の 法 的 評

価 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）                            （ 外 務 省 ）

1. 参 議 院 議 員 木 戸 口 英 司 （ 立 憲 ） 提 出 財 政 資 金

の 効 率 的 支 出 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）         （ 財 務 省 ）

◎ 政  令 

   ○ 外 国 弁 護 士 に よ る 法 律 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 特 別

措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る

政 令 （ 決 定 ）            （ 法 務 省 ）

〃 ○ 外 国 弁 護 士 に よ る 法 律 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 特 別

措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政

令 の 整 備 に 関 す る 政 令 （ 決 定 ）     （ 同 上 ）

〃 ○ 労 働 安 全 衛 生 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令

（ 決 定 ） （ 厚 生 労 働 省 ） 

〃 ○ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令

（ 決 定 ） （ 同 上 ） 

◎ 人  事 

☆ 元 富 山 県 公 立 学 校 長 藏 谷 慶 八 郎 外 １ ４ ４ 名 の 叙 位

又 は 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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令和４年 

２月 15日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ ２ ０ ２ ５ 年 日 本 国 際 博 覧 会 に 関 す る 特 権 及 び 免 除

に 関 す る 日 本 国 政 府 と 博 覧 会 国 際 事 務 局 と の 間 の

協 定 の 署 名 に つ い て （ 決 定 ）          （ 外 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

（ 火 ）   件 名 外 案 件  

資 料  
な し  
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